
議案第１７６号 

さいたま市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について 

さいたま市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条

例を次のように定める。 

平成２７年１１月２５日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正す

る条例 

 （さいたま市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成１３年さ

いたま市条例第１０７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、

さいたま市立の学校に勤務する市費負担に係る教

育職員の勤務時間、休日及び休暇（以下「勤務時

間等」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第６項の規定に基づき、

さいたま市立の学校に勤務する市費負担に係る教

育職員の勤務時間、休日及び休暇（以下「勤務時

間等」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （さいたま市教育職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市教育職員の給与等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第１

１０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 



⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、

さいたま市立の学校に勤務する市費負担に係る教

育職員の給与及び旅費（以下「給与等」という。

）に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第６項の規定に基づき、

さいたま市立の学校に勤務する市費負担に係る教

育職員の給与及び旅費（以下「給与等」という。

）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （さいたま市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正） 

第３条 さいたま市教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（平成１３年さ

いたま市条例第１１１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第５項並びに公立の義務

教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法（昭和４６年法律第７７号）第３条及び第６

条の規定に基づき、さいたま市立の学校に勤務す

る市費負担に係る教育職員の給与その他の勤務条

件の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号）第２４条第６項並びに公立の義務

教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法（昭和４６年法律第７７号）第３条及び第６

条の規定に基づき、さいたま市立の学校に勤務す

る市費負担に係る教育職員の給与その他の勤務条

件の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 


